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令和６年９月市議会定例会議案参考資料目録 

 

議 案 番 号 件        名 頁 

議案第５５号 木更津市教育委員会委員の履歴事項 １ 

議案第５６号 木更津市固定資産評価審査委員会委員の履歴事項 ３ 

議案第５７号 木更津市農業委員会委員の履歴事項 ５ 

議案第５８号 
木更津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく特定個人情報の利用等に関する条例の新旧対照表 
６ 

議案第５９号 木更津市国民健康保険条例の新旧対照表 ９ 

議案第６０号 木更津市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の新旧対照表 １０ 

議案第６１号 木更津市重度心身障害者医療費の助成に関する条例の新旧対照表 １１ 

議案第６２号 木更津市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の新旧対照表 １２ 

議案第６３号 
木更津市公共下水道の事業認可区域外から公共下水道への流入に関する

条例の新旧対照表 
１３ 

議案第６４号 
波岡中学校校舎長寿命化及びトイレ改修等工事（建築）の変更内容及び

変更理由 
１４ 

議案第６５号 千葉県後期高齢者医療広域連合規約の新旧対照表 １５ 

 



議案第５５号  （木更津市教育委員会委員の任命） 

 

         履  歴  事  項 

 

 住  所  □□□□□□□□□□ 

 氏  名  渡 部  佳 子 

 生年月日  □□□□□□□□□□ 

 

     （ 経  歴 ） 
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     （ 活動実績 ） 

 

年度 出席を依頼した回数 出席回数 備考 

令和 ２ １３ １３  

    ３ １３ １３  

    ４ １２ １２  

    ５ １２ １２  

    ６ ４ ４  
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議案第５６号  （木更津市固定資産評価審査委員会委員の選任） 

 

       履  歴  事  項 

 

住  所  □□□□□□□□□□ 

氏  名  藤 岡  雅 光  

生年月日  □□□□□□□□□□ 

 

（ 経  歴 ） 
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    （ 活動実績 ） 

 

年度 出席を依頼した回数  出席回数  備考 

令和 ２ １ １  

    ３ ２ ２  

    ４ １ １  

    ５ １ １  

    ６ ０ ０  
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議案第５７号  （木更津市農業委員会委員の任命） 

 

         履  歴  事  項 

 

 住  所  □□□□□□□□□□ 

 氏  名  鈴 木  修一郎 

 生年月日  □□□□□□□□□□ 

 

     （ 経  歴 ）  
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新旧対照表 

○議案第５８号 木更津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく特定個人情報の利用等に関する条例の一

部を改正する条例 

新 旧 

木更津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく特定個人情報の利用等に関する条例 

木更津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく特定個人情報の利用等に関する条例 

平成27年９月18日 

条例第28号 

平成27年９月18日 

条例第28号 

別表第２（第４条第２項） 別表第２（第４条第２項） 

 実施機関 事務 特定個人情報   実施機関 事務 特定個人情報  

 市長 木更津市子ども医療費助成

規則による子ども医療費の

助成に関する事務 

医療保険各法（健康保険法（大

正11年法律第70号）、船員保険

法（昭和14年法律第73号）、私

立学校教職員共済法（昭和28年

法律第245号）、国家公務員共

済組合法（昭和33年法律第128

号）、国民健康保険法（昭和33

年法律第192号）又は地方公務

員等共済組合法（昭和37年法律

第152号）をいう。以下同じ。 

）による医療に関する給付の支

給又は保険料の徴収に関する情

報 

  市長 木更津市子ども医療費助成

規則による子ども医療費の

助成に関する事務 

地方税法（昭和25年法律第226

号）その他の地方税に関する法

律に基づく条例の規定により算

定した税額又はその算定の基礎

となる事項に関する情報（以下

「地方税関係情報」という。） 

 

地方税法（昭和25年法律第226

号）その他の地方税に関する法

律に基づく条例の規定により算

定した税額又はその算定の基礎

となる事項に関する情報（以下

「地方税関係情報」という。） 

略 略 

  木更津市ひとり親家庭等医

療費等の助成に関する条例

によるひとり親家庭等医療

医療保険各法又は高齢者の医療

の確保に関する法律（昭和57年

法律第80号）による医療に関す

   木更津市ひとり親家庭等医

療費等の助成に関する条例

によるひとり親家庭等医療
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費等の助成に関する事務 る給付の支給又は保険料の徴収

に関する情報（以下「医療保険

給付関係情報」という。） 

費等の助成に関する事務 

 地方税関係情報 地方税関係情報 

略 略 

  生活に困窮する外国人に対 医療保険給付関係情報    生活に困窮する外国人に対 健康保険法（大正11年法律第70  

  する生活保護の措置につい

てに基づき日本国民に対す

る生活保護に準じた取扱い

によって実施されている外

国人の保護に関する事務 

    する生活保護の措置につい

てに基づき日本国民に対す

る生活保護に準じた取扱い

によって実施されている外

国人の保護に関する事務 

号）、船員保険法（昭和14年法

律第73号）、私立学校教職員共

済法（昭和28年法律第245号） 

、国家公務員共済組合法（昭和

33年法律第128号）、国民健康

保険法（昭和33年法律第192号 

）、地方公務員等共済組合法（ 

昭和37年法律第152号）又は高

齢者の医療の確保に関する法律

（昭和57年法律第80号）による

医療に関する給付の支給又は保

険料の徴収に関する情報 

 

   略     略  

   生活保護法（昭和25年法律第14 

4号）による保護の実施若しく

は就労自立給付金若しくは進学 

・就職準備給付金の支給に関す

る情報（以下「生活保護関係情

報」という。）、児童扶養手当

法（昭和36年法律第238号）に

よる児童扶養手当の支給に関す

る情報又は母子及び父子並びに

寡婦福祉法による給付金、特別

児童扶養手当等の支給に関する

法律（昭和39年法律第134号）

による障害児福祉手当若しくは

特別障害者手当若しくは昭和60

    生活保護法（昭和25年法律第14 

4号）による保護の実施若しく

は就労自立給付金若しくは進学 

準備給付金の支給に関する情報

（以下「生活保護関係情報」と

いう。）、児童扶養手当法（昭

和36年法律第238号）による児

童扶養手当の支給に関する情報

又は母子及び父子並びに寡婦福

祉法による給付金、特別児童扶

養手当等の支給に関する法律（ 

昭和39年法律第134号）による

障害児福祉手当若しくは特別障

害者手当若しくは昭和60年法律
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年法律第34号附則第97条第１項

の福祉手当の支給に関する情報 

第34号附則第97条第１項の福祉

手当の支給に関する情報 

   地方税関係情報、母子保健法（ 

昭和40年法律第141号）による

養育医療の給付若しくは養育医

療に要する費用の支給に関する

情報、児童手当法（昭和46年法

律第73号）による児童手当の支

給に関する情報、介護保険法（ 

平成９年法律第123号）による

保険給付の支給、地域支援事業

の実施若しくは保険料の徴収に

関する情報（以下「介護保険給

付等関係情報」という。）又は

障害者自立支援給付関係情報 

    地方税関係情報、母子保健法（ 

昭和40年法律第141号）による

養育医療の給付若しくは養育医

療に要する費用の支給に関する

情報、児童手当法（昭和46年法

律第73号）による児童手当若し

くは特例給付の支給に関する情

報、介護保険法（平成９年法律

第123号）による保険給付の支

給、地域支援事業の実施若しく

は保険料の徴収に関する情報（ 

以下「介護保険給付等関係情報 

」という。）又は障害者自立支

援給付関係情報 

 

略 略 

  略    略  

  木更津市重度心身障害者医

療費の助成に関する条例に

よる重度心身障害者医療費

の助成に関する事務 

医療保険給付関係情報    木更津市重度心身障害者医

療費の助成に関する条例に

よる重度心身障害者医療費

の助成に関する事務 

  

地方税関係情報 地方税関係情報 

略 略 

木更津市精神障害者医療費

の助成に関する条例による

精神障害者医療費の助成に

関する事務 

医療保険給付関係情報 木更津市精神障害者医療費

の助成に関する条例による

精神障害者医療費の助成に

関する事務 

 

地方税関係情報 地方税関係情報 

略 略 

 略   略  
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新旧対照表 

○議案第５９号 木更津市国民健康保険条例の一部を改正する条例

新 旧 

   木更津市国民健康保険条例 

                                                     昭和34年３月31日 

条例第10号 

第13条 この市は、世帯主が法第９条第１項若しくは第５項の規定による届出

をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し10万円以下の

過料を科する。 

   木更津市国民健康保険条例 

                                                     昭和34年３月31日 

条例第10号 

第13条 この市は、世帯主が法第９条第１項若しくは第９項の規定による届出

をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第３項若しくは第４項の規

定により被保険者証の返還を求められこれに応じない場合においては、その

者に対し10万円以下の過料を科する。 
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新旧対照表 

○議案第６０号 木更津市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例 

新 旧 

   木更津市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例 

平成８年９月25日 

条例第15号 

   木更津市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例 

平成８年９月25日 

条例第15号 

（用語の定義）  （用語の定義） 

第２条 略 第２条 略 

２ 略 ２ 略 

３ この条例において「ひとり親家庭の父母等」とは、次の各号のいずれかに

該当する者をいう。 

(１) 次のいずれかに該当し、児童を監護する父又は母及びその児童 

３ この条例において「ひとり親家庭の父母等」とは、次の各号のいずれかに

該当する者をいう。 

(１) 次のいずれかに該当し、児童を監護する父又は母及びその児童 

ア～エ 略 

オ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成13年

法律第31号）第10条第１項又は第10条の２の規定による命令を申し立て 

、現に配偶者に当該命令が発せられた者 

カ・キ 略 

ア～エ 略 

オ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成13年

法律第31号）第10条第１項の規定による命令を申し立て、現に配偶者に

当該命令が発せられた者 

カ・キ 略 

(２)・(３) 略 (２)・(３) 略 

（届出義務）  （届出義務） 

第８条 受給資格者は、次の各号に掲げる事項に変更が生じたときは、規則で

定めるところによりその旨を速やかに市長に届け出なければならない。 

第８条 受給資格者は、次の各号に掲げる事項に変更が生じたときは、規則で

定めるところによりその旨を速やかに市長に届け出なければならない。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 国民健康保険法等の保険の種類又は被保険者、組合員、加入者又は被

扶養者の資格に係る事項に変更があったとき。 

(２) 国民健康保険法等の保険の種類又は保険証の記載事項に変更があった

とき。 

(３)・(４) 略 (３)・(４) 略 
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新旧対照表 

○議案第６１号 木更津市重度心身障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

新 旧 

木更津市重度心身障害者医療費の助成に関する条例 

昭和48年３月28日 

条例第６号 

（助成の方法） 

   木更津市重度心身障害者医療費の助成に関する条例 

昭和48年３月28日 

条例第６号 

（助成の方法） 

第６条 市長は、対象者が受給券の取り扱いをしている医療機関等に受給券に

記載されている有効期間内に当該受給券を提示し、及び医療保険各法の規定

による電子資格確認等により被保険者、組合員、加入者又は被扶養者である

ことの確認を受けた上で医療を受けたときは、助成額を当該医療機関等に支

払うことにより助成するものとする。 

第６条 市長は、対象者が受給券の取り扱いをしている医療機関等に受給券に

記載されている有効期間内に当該受給券及び被保険者証等を提示して医療を

受けたときは、助成額を当該医療機関等に支払うことにより助成するものと

する。 

２・３ 略 ２・３ 略 
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新旧対照表 

○議案第６２号 木更津市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例 

新 旧 

   木更津市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例 

昭和59年３月30日 

条例第15号 

別表（第５条） 

木更津市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例 

昭和59年３月30日 

条例第15号 

別表（第５条） 

負担区の

名称 
区域 

単位負担金額（１

平方メートル当た

り） 

略 

第５負担区 中島の一部 

江川の一部、中里の一部及び中里２丁目 

桜町１丁目及び２丁目 

700円 

第６負担区 真舟１丁目の一部、２丁目の一部、３丁

目、４丁目及び５丁目並びに請西の一部 

700円 

 

負担区の

名称 
区域 

単位負担金額（１

平方メートル当た

り） 

略 

第５負担区 中島の一部 

江川の一部、中里の一部及び中里２丁目 

桜町１丁目及び２丁目 

700円 
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新旧対照表 

○議案第６３号 木更津市公共下水道の事業認可区域外から公共下水道への流入に関する条例の一部を改正する条例

新 旧 

木更津市公共下水道の事業認可区域外から公共下水道への流入に関する

条例 

平成14年２月28日 

条例第５号 

（分担金の額） 

木更津市公共下水道の事業認可区域外から公共下水道への流入に関する

条例 

平成14年２月28日 

条例第５号 

（分担金の額） 

第４条 受益者が負担する分担金（以下「分担金」という。）の額は、次の各

号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額に、汚水を排除しよ

うとする対象の土地が都市計画法（昭和43年法律第100号）第７条第２項に

規定する市街化区域であるときは４分の１を、同条第３項に規定する市街化

調整区域であるときは２分の１を乗じ、汚水を排除しようとする対象の土地

の面積を乗じて得た額とする。 

第４条 受益者が負担する分担金（以下「分担金」という。）の額は、次の各

号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額に、汚水を排除しよ

うとする対象の土地が都市計画法（昭和43年法律第100号）第７条第２項に

規定する市街化区域であるときは４分の１を、同条第３項に規定する市街化

調整区域であるときは２分の１を乗じ、汚水を排除しようとする対象の土地

の面積を乗じて得た額とする。 

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略 

(３) 取付管を公共下水道に固着する場所が負担金条例別表に掲げる第４負

担区、第５負担区又は第６負担区 2,800円 

(３) 取付管を公共下水道に固着する場所が負担金条例別表に掲げる第４負

担区又は第５負担区 2,800円 

(４) 略 (４) 略 
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議案第６４号　　 （変更内容及び変更理由）

○変更内容

変更前

変更後

　契約の相手方から、賃金及び物価の変動に基づく契約金額の変更について、建設工事請負契約約
款第２６条第６項の規定に基づき、請求があったため。

波岡中学校校舎長寿命化及びトイレ改修等工事（建築）

○変更理由

５１５，６５８，０００円

５３１，１４４，９００円

１５，４８６，９００円

契約金額

差　額
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新旧対照表 

〇議案第６５号 千葉県後期高齢者医療広域連合規約の一部を改正する規約 

新 旧 

   千葉県後期高齢者医療広域連合規約 

平成18年12月27日 

千葉県市指令第19号 

別表第１（第４条関係） 

事務内容 

被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付 

資格確認書等の引渡し 

資格確認書等の返還の受付 

医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し 

保険料に関する申請の受付 

上記事務に付随する事務 
 

千葉県後期高齢者医療広域連合規約 

平成18年12月27日 

千葉県市指令第19号 

別表第１（第４条関係） 

事務内容 

被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付 

被保険者証及び資格証明書の引渡し 

被保険者証及び資格証明書の返還の受付 

医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し 

保険料に関する申請の受付 

上記事務に付随する事務 
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